
2019年 １⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

２級 実技試験

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 90分

資産設計提案業務

① 問題⽤紙は試験監督者の指⽰があるまで開けないでください。
② 試験問題は、試験⽤紙と解答⽤紙からなっています。解答はすべて解答⽤紙に記⼊してく
ださい。

③ 解答⽤紙にはあらかじめ受検番号、カナ⽒名が印字されていますので、ご⾃⾝のものかを
確認してから漢字⽒名を記⼊してください。

④ 問題数は40問、解答はすべて記述式です。
⑤ 試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

⑥ 試験問題の内容に関する質問には⼀切お答えできません。
⑦ 問題⽤紙・解答⽤紙に印刷不明瞭や乱丁・落丁があった場合は、お申し出ください。
⑧ 解答⽤紙は試験終了後、回収しますので持ち帰らないでください。問題⽤紙はお持ち帰り
ください。

⑨ 計算機（電卓）は演算機能のみを有するものだけ使⽤できます。関数機能やプログラムの
⼊⼒可能なものは使⽤できません。

⑩ 携帯電話やスマートフォンなどの通信機能を有する機器は電源を切ってカバン等へしまっ
てください（マナーモードも不可）。

⑪ 机の上には受検票、本⼈確認書類、筆記⽤具（HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴ
ム）、計算機（電卓）以外のものは置かないでください。

⑫ 不正⾏為防⽌のため、試験監督者が持ち物の提⽰を求める場合があります。
⑬ 試験問題の⾳読は慎んでください。
⑭ 試験開始60分経過後は退室できます。ただし、試験時間終了前の10分間は退出できませ
ん。

★ 注 意 事 項 ★



【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業

務を⾏ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。ＦＰの⾏為に関する次の（ア）〜

（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) ⽣命保険募集⼈または保険仲⽴⼈の登録を受けていないＦＰが、⽣命保険契約を検討してい

る顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

(イ) 弁護⼠資格を有していないＦＰが、顧客から相続⼈間の交渉における代理⼈となることを依

頼されたが、⾃分は代理⼈とならずに、提携している弁護⼠を紹介した。

(ウ) 税理⼠資格を有していないＦＰが、顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を無償で⾏っ

た。

(エ) 社会保険労務⼠資格を有していないＦＰが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的

年⾦の受給⾒込み額を計算した。

問２

個⼈情報の保護に関する法律（以下「個⼈情報保護法」という）に関する次の記述のうち、最も

不適切なものはどれか。

1． 個⼈事業主であるファイナンシャル・プランナーが、事業の⽤に供する⽬的で１００名分の

顧客名簿を作成している場合であれば、個⼈情報保護法の適⽤対象とはならない。

2． 個⼈番号（マイナンバー）、基礎年⾦番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、

個⼈情報として取り扱う必要がある。

3． 個⼈情報取扱事業者が、税務署の職員による税務調査に応じ、個⼈情報を提出する場合に

は、第三者提供に関する本⼈の同意は不要である。

4． 個⼈情報取扱事業者が、本⼈との契約書を通じて、契約者本⼈の個⼈情報を取得する場合、

原則として、契約締結前に本⼈に対し、その利⽤⽬的を明⽰する必要がある。
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【第２問】 下記の（問３）〜（問５）について解答しなさい。

問３

下記＜資料＞は、氷室さんが同⼀の特定⼝座内で⾏ったＰＸ株式会社の株式取引に係る明細であ

る。氷室さんが２０２３年１２⽉１２⽇に売却した３００株について、譲渡所得の取得費の計算

の基礎となる１株当たりの取得価額として、正しいものはどれか。なお、計算結果について円未

満の端数が⽣じる場合は切り上げること。

1． ２, ４５０円

2． ２, ５９５円

3． ２, ６５７円

4． ２, ７４０円
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問４

下記＜資料＞は、福岡さんがＷＡ銀⾏に預け⼊れている外貨定期預⾦の明細である。この外貨定

期預⾦について、満期時の外貨ベースの元利合計額を円転した⾦額を計算しなさい。なお、計算

結果（円転した⾦額）について円未満の端数が⽣じる場合は切り捨てること。また、解答に当た

っては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

＜資料＞

預⼊額 １０, ０００⽶ドル

預⼊期間 １２ヵ⽉

預⾦⾦利 ２. ０％（年率）

為替レート（１⽶ドル）

問５

個⼈型確定拠出年⾦（以下「ｉＤｅＣｏ」という）に関する次の（ア）〜（エ）の記述につい

て、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 国⺠年⾦基⾦とｉＤｅＣｏの両⽅に重複して加⼊することはできない。

(イ) 掛⾦は毎⽉拠出する⽅法のほか、拠出限度額の範囲内で年１回以上、任意に決めた⽉にまと

めて拠出することもできる。

(ウ) 国⺠年⾦保険料の半額免除を受けている場合でも、ｉＤｅＣｏに加⼊することができる。

(エ) ⽀払った掛⾦は、⼩規模企業共済等掛⾦控除として、所得控除することができる。
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利息の計算に際しては、預⼊期間は⽇割りではなく⽉割りで計算すること。(注1)

為替差益・為替差損に対する税⾦については考慮しないこと。(注2)

利息に対しては、⽶ドル建ての利息額の２０％（復興特別所得税は考慮しない）相当額

が所得税・住⺠税として源泉徴収されるものとすること。

(注3)
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【第３問】 下記の（問６）〜（問９）について解答しなさい。

問６

下記＜資料＞は、中井さんが購⼊を検討しているマンションの登記事項証明書の⼀部である。こ

の登記事項証明書に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、正しいものには○、誤っている

ものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) 表題部に記載されている３０５号室の専有部分の床⾯積は、壁の中⼼（壁芯）から測った⾯

積である。

(イ) 登記記録上、このマンションの３０５号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であ

ることがわかる。

(ウ) 中井さんが⾦融機関からの借⼊れによりこのマンションの３０５号室を購⼊して⾦融機関が

抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部（甲区）」に記載される。

(エ) 登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。
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問７

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に耐⽕建築物を建てる場合、建築⾯積の最⾼限度（ア）

と延べ⾯積（床⾯積の合計）の最⾼限度（イ）の組み合わせとして、正しいものはどれか。な

お、＜資料＞に記載のない条件については⼀切考慮しないこと。

1． （ア）１９２㎡ （イ）５１２㎡

2． （ア）１９２㎡ （イ）６４０㎡

3． （ア）２２４㎡ （イ）５１２㎡

4． （ア）２２４㎡ （イ）６４０㎡
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問８

東さんは、ＦＰで税理⼠でもある浅⽥さんに固定資産税について質問をした。下記の空欄（ア）

〜（ウ）にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。

「固定資産税とは、どのような税⾦ですか。」

「固定資産税は、毎年（ ア ）現在の⼟地や家屋、償却資産の所有者に対して課

される税⾦です。」

「空き家となった住宅を取り壊すことを考えていますが、翌年から家屋に課されて

いた固定資産税がなくなり、その分今年より税額が軽減されますか。」

「そうとも⾔い切れません。⼟地の固定資産税についても考慮する必要がありま

す。⼀定の要件を満たす住宅が建っている住宅⽤地（⼩規模住宅⽤地）について

は、住宅⼀⼾当たり（ イ ）までの部分について、固定資産税の課税標準額が固

定資産税評価額の（ ウ ）になる特例があるからです。」

問９

居住⽤財産を譲渡した場合の３, ０００万円の特別控除の特例（被相続⼈の居住⽤財産に係るもの

を除く。以下「３, ０００万円特別控除」という）に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、

適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記⼊しなさい。

(ア) ３, ０００万円特別控除は、譲渡した居住⽤財産の所有期間に関係なく適⽤を受けることがで

きる。

(イ) 居住⽤財産を譲渡した年の前年または前々年に３, ０００万円特別控除の適⽤を受けていた場

合、この特例の適⽤を受けることはできない。

(ウ) ３, ０００万円特別控除は、居住⽤財産を譲渡した場合の⻑期譲渡所得の課税の特例と併せて

受けることができる。

(エ) ３, ０００万円特別控除は、特定の居住⽤財産の買換えの場合の⻑期譲渡所得の課税の特例と

併せて受けることができる。
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東さん ：

浅⽥さん：

東さん ：

浅⽥さん：

１. １⽉１⽇ ２. ４⽉１⽇ ３. ７⽉１⽇ ４. ２００㎡ ５. ２８０㎡ ６. ３３０㎡

７. ２分の１ ８. ３分の１ ９. ６分の１

〈語句群〉
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【第４問】 下記の（問１０）〜（問１３）について解答しなさい。

問１０

橋⼝浩太郎さん（５８歳）が保険契約者（保険料負担者）および被保険者として加⼊している⽣

命保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる数

値を解答欄に記⼊しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、かつ特約は⾃動更新しているもの

とし、浩太郎さんはこれまでに＜資料＞の保険から、保険⾦・給付⾦を⼀度も受け取っていない

ものとする。また、各々の記述はそれぞれ独⽴した問題であり、相互に影響を与えないものとす

る。
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浩太郎さんが現時点で、交通事故で即死した場合、保険会社から⽀払われる保険⾦・給付⾦

の合計は（ ア ）万円である。

浩太郎さんが現時点で、糖尿病の治療のため１６⽇間⼊院した場合（⼿術は受けていな

い）、保険会社から⽀払われる保険⾦・給付⾦の合計は（ イ ）万円である。

浩太郎さんが現時点で、初めてガン（⾷道ガン・悪性新⽣物）と診断され、治療のため３０

⽇間⼊院し、その間に約款所定の⼿術（給付倍率４０倍）を１回受けた場合、保険会社から

⽀払われる保険⾦・給付⾦の合計は（ ウ ）万円である。
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問１１

下記＜資料＞は、吉⽥さんが加⼊したガン保険（免責期間３ヵ⽉）の契約の流れを⽰したもので

ある。この保険契約のガンに対する保障が開始する⽇として、最も適切なものはどれか。なお、

保険料の⽀払い⽅法は⽉払いを選択するものとする。

＜資料＞

２０２３年１０⽉１０⽇ 申込書および告知書提出

↓

２０２３年１０⽉１５⽇ 第１回保険料の⽀払い（代理店に直接払い込んでいる）

↓

２０２３年１０⽉２５⽇ 保険会社の引受けの承諾

↓

２０２３年１０⽉３０⽇ 保険証券の受取り

1． ２０２３年１０⽉２５⽇

2． ２０２３年１０⽉３０⽇

3． ２０２４年１⽉１５⽇

4． ２０２４年１⽉２５⽇
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問１２

飯⽥洋⼆郎さんが２０２３年中に⽀払った⽣命保険の保険料は下記＜資料＞のとおりである。こ

の場合の飯⽥さんの２０２３年分の所得税の計算における⽣命保険料控除の⾦額として、正しい

ものはどれか。なお、下記＜資料＞の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとす

る。また、その年分の⽣命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

1． ４１, ７５０円

2． ７６, ７５０円

3． ８１, ７５０円

4． ９１, ７５０円
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問１３

下記＜資料＞に基づき、井川さんが契約している普通傷害保険について、ＦＰの天野さんの次の

説明の空欄（ア）〜（エ）に⼊る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊

しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととし、保険⾦の⽀払い要件はすべて満たして

いるものとする。「井川さんが仕事中のケガで５⽇間病院に通院した場合、受け取れる保険⾦は

（ ア ）。」

「井川さんが地震によるケガで６⽇間病院に⼊院した場合（⼿術は受けていない）、受け取れる

保険⾦は（ イ ）。」

「井川さんが交通事故により傷害後遺障害第６級に該当した場合、受け取れる傷害後遺障害保険

⾦は（ ウ ）。」

「井川さんの中学⽣の息⼦が⾃転⾞で誤って他⼈にケガを負わせた場合、相⼿への賠償責任に関

する補償は最⾼（ エ ）。」
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１. ありません ２. １万円です ３. ２万円です ４. ３万円です ５. ４万円です

６. ４２０万円です ７. ５００万円です ８. ５９０万円です ９. ６９０万円です

１０. １, ０００万円です １１. １億円です

〈語句群〉
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【第５問】 下記の（問１４）〜（問１７）について解答しなさい。

問１４

杉野さんは、２０２３年１２⽉に２２年９ヵ⽉勤務したＳＡ株式会社を退職し、退職⼀時⾦１, ３

５０万円を受け取った。この退職⼀時⾦に係る退職所得の⾦額として、正しいものはどれか。な

お、杉野さんは、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出している。また、杉野さん

は、ＳＡ株式会社の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではな

い。

1． １７０万円

2． ２０５万円

3． ３４０万円

4． ４１０万円

問１５

個⼈事業主の広尾さんは、２０２３年４⽉に⾃動⾞（新⾞）を購⼊し、事業の⽤に供している。

広尾さんの２０２３年分の所得税における事業所得の⾦額の計算上、必要経費に算⼊すべき減価

償却費の⾦額として、正しいものはどれか。なお、⾃動⾞の取得価額は３００万円、２０２３年

中の事業供⽤⽉数は９ヵ⽉、耐⽤年数は６年とする。また、広尾さんは個⼈事業を開業して以

来、⾞両についての減価償却⽅法を選択したことはない。

1． ３７５, ７５０円

2． ５０１, ０００円

3． ７４９, ２５０円

4． ９９９, ０００円
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問１６

会社員の⼤津さんの２０２３年分の所得等は下記＜資料＞のとおりである。⼤津さんが所得税の

確定申告を⾏う際、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものは

どれか。なお、▲が付された所得の⾦額は、その所得に損失が発⽣していることを意味するもの

とする。

1． 不動産所得の計算上⽣じた損失▲３０万円と損益通算できる。

2． ゴルフ会員権の譲渡損失▲１００万円と損益通算できる。

3． 上場株式の譲渡損失▲２０万円と損益通算できる。

4． 損益通算できる損失はない。
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問１７

永井さん（６８歳）の２０２３年分の収⼊等が下記のとおりである場合、永井さんの２０２３年

分の所得税における総所得⾦額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については

⼀切考慮しないこととし、総所得⾦額が最も少なくなるように計算すること。

1． ３１５万円

2． ２８０万円

3． ２７０万円

4． ２６０万円

2級実技（資産設計提案業務 2019.1）

アルバイト収⼊は給与所得控除額を控除する前の⾦額である。※

⽼齢厚⽣年⾦および企業年⾦は公的年⾦等控除額を控除する前の⾦額である※

不動産収⼊は⼟地を貸しての地代収⼊であり、地代収⼊に係る必要経費は年間２０万円であ

る。なお、永井さんは⻘⾊申告者であり、⻘⾊申告特別控除１０万円の適⽤を受けるものとす

る。また、必要経費の２０万円に⻘⾊申告特別控除額１０万円は含まれていない。

※
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【第６問】 下記の（問１８）〜（問２１）について解答しなさい。

問１８

下記＜親族関係図＞の場合において、⺠法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄

（ア）〜（ウ）に⼊る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記⼊しなさい。な

お、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

＜親族関係図＞

［各⼈の法定相続分］

被相続⼈の配偶者の法定相続分は（ ア ）。

被相続⼈の⼆男の法定相続分は（ イ ）。

被相続⼈の孫Ａの法定相続分は（ ウ ）。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉
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〈語句群〉
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問１９

相続の放棄をした者に係る相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ

か。

1． 相続を放棄した者が、現実に負担した被相続⼈の葬式費⽤については、遺産総額から控除す

ることができる。

2． 相続を放棄した者が、遺贈により⽣命保険⾦等を取得したものとみなされる場合には、⽣命

保険⾦等の⾮課税の規定の適⽤を受けることができる。

3． 相続税の基礎控除額の計算における法定相続⼈の数は、相続の放棄をした者がいても、その

放棄がなかったものとした場合の相続⼈の数である。

4． 配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶

者の税額軽減の規定の適⽤を受けることができる。

問２０

唐沢さんは、⾃宅の取得に当たり、ＦＰで税理⼠でもある⼭岸さんに「直系尊属から住宅取得等

資⾦の贈与を受けた場合の贈与税の⾮課税」について質問をした。下記の空欄（ア）〜（ウ）に

⼊る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。

「先週、マンションを購⼊する契約をしたので、⽗から資⾦援助を受けたいと考え

ています。『直系尊属から住宅取得等資⾦の贈与を受けた場合の贈与税の⾮課税』

について教えてください。」

「⾮課税の適⽤を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、贈与を受

ける年の受贈者の合計所得⾦額が１, ０００万円以下である場合、取得したマンショ

ンの専有部分の床⾯積が、（ ア ）以上２４０㎡以下であることなどです。」

「この制度の適⽤を受ける場合、その年に１１０万円の基礎控除を受けることはで

きますか。」

「同じ年に、暦年課税における１１０万円の基礎控除を（ イ ）。」

「この制度の適⽤を受けた場合、気を付けることはありますか。」

「贈与税を（ ウ ）、贈与を受けた年の翌年３⽉１５⽇までに、申告書を提出す

ることが必要です。」

2級実技（資産設計提案業務 2019.1）

唐沢さん：

⼭岸さん：

唐沢さん：

⼭岸さん：

唐沢さん：

⼭岸さん：

１. ４０㎡ ２. ５０㎡ ３. ７０㎡ ４. 受けることができます

５. 受けることはできません ６. ⽀払うときのみ ７. ⽀払わなくても

〈語句群〉
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問２１

柴⽥裕⼦さん（５５歳）は、２０２３年９⽉に夫から居住⽤不動産（財産評価額３, ０００万円）

の贈与を受けた。裕⼦さんが贈与税の配偶者控除の適⽤を受けた場合の２０２３年分の贈与税額

として、正しいものはどれか。なお、２０２３年においては、このほかに裕⼦さんが受けた贈与

はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。

1． １７７万円

2． ２１０万円

3． ２３１万円

4． ２７５万円
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【第７問】 下記の（問２２）〜（問２４）について解答しなさい。

問２２

布施家のキャッシュフロー表の空欄（ア）に⼊る数値を計算しなさい。なお、計算過程において

は端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。

2級実技（資産設計提案業務 2019.1）－19－

＜布施家の家族データ＞

＜布施家のキャッシュフロー表＞（単位：万円）

《設 例》

年齢および⾦融資産残⾼は各年１２⽉３１⽇現在のものとし、２０２３年を基準年とする。※

給与収⼊は可処分所得で記載している。※

記載されている数値は正しいものとする。※

問題作成の都合上、⼀部を空欄としている。※



問２３

布施家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に⼊る数値を計算しなさい。なお、計算過程において

は端数処理をせず計算し、計算結果については万円未満を四捨五⼊すること。

問２４

布施さんは、教育費の負担が⼼配になり、奨学⾦について調べることにした。⽇本学⽣⽀援機構

の奨学⾦に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1． ⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦には、進学前に申し込む「予約採⽤」と、進学後に申し込む「在

学採⽤」、家計の急変等に対応する「緊急採⽤」「応急採⽤」がある。

2． ⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦には、原則として返還不要の「給付型」と、返還を要する「貸与

型」がある。

3． ⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦は、学⽣本⼈名義の⼝座に振り込まれる。

4． ⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦は、希望すれば進学前から受け取ることができる。
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【第８問】 下記の（問２５）〜（問２７）について解答しなさい。

2級実技（資産設計提案業務 2019.1）－21－

下記の係数早⾒表を乗算で使⽤し、各問について計算しなさい。なお、税⾦は⼀切考慮しない

こととし、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

［係数早⾒表（年利１. ０％）］

《設 例》

記載されている数値は正しいものとする。※



問２５

荒⽊さんは、退職⾦として受け取った２, ０００万円を⽼後の⽣活資⾦の⼀部として使⽤するつも

りである。これを２５年間、年利１. ０％で複利運⽤しながら毎年１回、年末に均等に取り崩すこ

ととした場合、毎年年末に取り崩すことができる最⼤⾦額はいくらになるか。

問２６

杉⽥さんは、⼦どもの⼤学の学費を準備するため、新たに積⽴てを開始する予定である。毎年年

末に５０万円を積み⽴てるものとし、６年間、年利１. ０％で複利運⽤しながら積み⽴てた場合、

６年後の合計額はいくらになるか。

問２７

明⽯さんは、海外旅⾏の費⽤に充てる資⾦として、５年後に１００万円を⽤意しようと考えてい

る。５年間、年利１. ０％で複利運⽤しながら毎年年末に⼀定額を積み⽴てる場合、毎年いくらず

つ積み⽴てればよいか。
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【第９問】 下記の（問２８）〜（問３４）について解答しなさい。
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増⽥敬太さんは、⺠間企業に勤務する会社員である。敬太さんと妻の瑠璃⼦さんは、今後の資

産形成や家計の⾒直しなどについて、ＦＰで税理⼠でもある⼤久保さんに相談をした。なお、

下記のデータはいずれも２０２４年１⽉１⽇現在のものである。

［家族構成］

［収⼊⾦額（２０２３年）］

敬太さん：給与収⼊４５０万円。給与収⼊以外の収⼊はない。

瑠璃⼦さん：給与収⼊４００万円。給与収⼊以外の収⼊はない。

［⾃宅］

賃貸マンションに居住しており、家賃は⽉額１１万円（管理費込み）である。

マイホームとして販売価格４, ４４４万円（うち消費税１４４万円）のマンションを購⼊す

る予定である。

［⾦融資産（時価）］

敬太さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：２００万円

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：１００万円

 財形住宅貯蓄（保険型）：２００万円

瑠璃⼦さん名義

 銀⾏預⾦（普通預⾦）：３００万円

 銀⾏預⾦（定期預⾦）：２００万円

 財形住宅貯蓄（⾦銭信託）：１００万円

［負債］

敬太さんと瑠璃⼦さんに負債はない。

［保険］

年⾦⽉額１５万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は敬太さ

ん、年⾦受取⼈は瑠璃⼦さんである。

保険⾦額２, ０００万円。保険契約者（保険料負担者）および被保険者は瑠

璃⼦さん、保険⾦受取⼈は敬太さんである。

《設 例》

・収⼊保障保険Ａ：

・定期保険Ｂ ：



問２８

増⽥さん夫婦は、２０２４年２⽉にマンションを購⼊する予定である。増⽥さん夫婦が＜設例＞

のマンションを購⼊する場合の販売価格のうち、⼟地（敷地の共有持分）の価格を計算しなさ

い。なお、消費税の税率は１０％とし、計算結果について万円未満の端数が⽣じる場合は四捨五

⼊すること。また、解答に当たっては、解答⽤紙に記載されている単位に従うこと。

問２９

増⽥さん夫婦は、マンションの購⼊に当たり、積み⽴てている財形住宅貯蓄を払い出そうと考え

ており、ＦＰの⼤久保さんに質問をした。財形住宅貯蓄に関する⼤久保さんの次の説明のうち、

最も不適切なものはどれか。

1． 「瑠璃⼦さんの財形住宅貯蓄（⾦銭信託）の⾮課税限度額は、財形年⾦貯蓄と合わせて、元

利合計で５５０万円までです。」

2． 「敬太さんの財形住宅貯蓄（保険型）の⾮課税限度額は、財形年⾦貯蓄と合わせて、払込保

険料累計額で３８５万円までです。」

3． 「ご夫婦の共有名義の居住⽤新築マンションの購⼊のために財形住宅貯蓄を⾮課税で払い出

すためには、床⾯積が５０㎡以上の物件を選ぶ必要があります。」

4． 「マンションの購⼊について増⽥さんご夫婦が財形住宅融資を受ける場合、⼀定の要件を満

たしていれば、⼀般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年⾦貯蓄の合計残⾼の１０倍の範囲内

で融資を受けることができます。」

問３０

敬太さんは、公募投資信託やＥＴＦ（上場投資信託）、Ｊ－ＲＥＩＴ（上場不動産投資信託）の

購⼊を検討しており、ＮＩＳＡの成⻑投資枠についてＦＰの⼤久保さんに質問をした。⼤久保さ

んが⾦融商品等について説明する際に使⽤した下表の空欄（ア）〜（ウ）に⼊る適切な語句を語

群の中から選び、その番号のみを解答欄に記⼊しなさい。なお、本問において、特定⾮課税累積

投資契約に係る少額投資⾮課税制度をＮＩＳＡといい、ＮＩＳＡ⼝座内に設定される特定⾮課税

管理勘定を成⻑投資枠という。

〈© FP2級ドットコム 無断転載を禁じます〉
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〈語句群〉
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問３１

ＦＰの⼤久保さんは、個⼈に対する所得税の仕組みについて敬太さんから質問を受けた。⼤久保

さんが下記＜イメージ図＞を使⽤して⾏った所得税に関する次の説明のうち、最も不適切なもの

はどれか。

1． 「敬太さんが住宅ローンを借り⼊れ、年末に借⼊⾦残⾼がある場合、要件を満たせば住宅ロ

ーン控除（住宅借⼊⾦等特別控除）として、⼀定⾦額を所得税額から控除することができま

す。」

2． 「敬太さんがふるさと納税をした⾦額は、寄附⾦控除として、⼀定⾦額を所得税額から控除

することができます。」

3． 「敬太さんが⽀払う収⼊保障保険の保険料は、⽣命保険料控除として、⼀定⾦額を所得⾦額

から控除することができます。」

4． 「敬太さんが負担している厚⽣年⾦保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得⾦額

から控除することができます。」
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問３２

敬太さんは、健康保険料（⼀般保険料をいう。以下同じ）について確認したいと思い、ＦＰの⼤

久保さんに質問をした。敬太さんの健康保険料等に関する次の（ア）〜（エ）の記述について、

正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記⼊しなさい。なお、敬太さんは全国健康保

険協会管掌健康保険（以下「協会けんぽ」という）の被保険者である。また、健康保険料の計算

に当たっては、下記＜資料＞に基づくこととする。

＜資料＞

［敬太さんに関するデータ］

給与：毎⽉２７０, ０００円（標準報酬⽉額２８０, ０００円）

賞与：１回につき６３０, ０００円（標準賞与額６３０, ０００円）

※賞与は年２回⽀給される。

健康保険の⼀般保険料率：１０. ００％（労使合計）

(ア) 毎⽉の給与に係る健康保険料のうち、敬太さんの負担分は１４, ０００円である。

(イ) 賞与に係る健康保険料については、敬太さんの負担分はない。

(ウ) 敬太さんは、健康保険料と介護保険料を合わせて負担している。

(エ) 協会けんぽの保険料率は全国⼀律である。

問３３

瑠璃⼦さんは、敬太さんが万⼀死亡した場合の公的年⾦の遺族給付について、ＦＰの⼤久保さん

に相談をした。仮に敬太さんが２０２４年２⽉に３６歳で在職中に死亡した場合、敬太さんの死

亡時点において瑠璃⼦さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものは

どれか。なお、敬太さんは、⼤学卒業後の２２歳から死亡時まで継続して厚⽣年⾦保険の被保険

者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要

件はすべて満たしているものとする。

1． 遺族基礎年⾦＋遺族厚⽣年⾦

2． 遺族基礎年⾦＋遺族厚⽣年⾦＋中⾼齢寡婦加算

3． 遺族厚⽣年⾦

4． 遺族厚⽣年⾦＋中⾼齢寡婦加算
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問３４

敬太さんの弟の康男さん（３４歳）は、より良い職を求め、⼤学卒業後から１２年間勤務してい

たＭＴ社を⾃⼰都合退職した。求職活動中は雇⽤保険から基本⼿当を受給する予定であり、基本

⼿当の受給⼿続きについてＦＰの⼤久保さんに質問をした。⼤久保さんが⾏った雇⽤保険の基本

⼿当の受給⼿続きに関する次の説明の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとし

て、正しいものはどれか。

「基本⼿当を受給するためには、退職後、勤めていたＭＴ社から（ ア ）を受領し、住所地

を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）に出向き、求職の申込みを⾏います。

 受給資格の決定後、７⽇間の待期期間を経て、基本⼿当の⽀給が開始されますが、康男さん

は⾃⼰都合退職であるため、待期期間終了後、原則（ イ ）の給付制限の間、基本⼿当は⽀

給されません。

 また、基本⼿当を受け取るには、（ ウ ）ごとに、公共職業安定所（ハローワーク）に出

向き、失業の認定を受けなければなりません。失業していたと認定された⽇数分の基本⼿当が

⽀給されます。」

1． （ア）雇⽤保険被保険者離職票 （イ）３ヵ⽉間 （ウ）１週間

2． （ア）雇⽤保険被保険者離職票 （イ）２ヵ⽉間 （ウ）４週間

3． （ア）雇⽤保険受給資格者証 （イ）２ヵ⽉間 （ウ）１週間

4． （ア）雇⽤保険受給資格者証 （イ）３ヵ⽉間 （ウ）４週間
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【第１０問】 下記の（問３５）〜（問４０）について解答しなさい。
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国内の上場企業に勤務する⼤場勇⼈さんは、今後の⽣活のことなどに関して、ＦＰで税理⼠で

もある成⽥さんに相談をした。なお、下記のデータは２０２４年１⽉１⽇現在のものである。

Ｉ. 家族構成（同居家族）

Ⅱ. ⼤場家の親族関係図

Ⅲ. ⼤場家（勇⼈さんと⾥美さん）の財産の状況

［資料１：保有資産（時価）］（単位：万円）

［資料２：負債残⾼］

⾃動⾞ローン：８０万円（債務者は勇⼈さん）

［資料３：⽣命保険］（単位：万円）

《設 例》



問３５

ＦＰの成⽥さんは、まず現時点における⼤場家（勇⼈さんと⾥美さん）のバランスシート分析を

⾏うこととした。下表の空欄（ア）に⼊る数値を計算しなさい。
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Ⅳ. その他

上記以外の情報については、各設問において特に指⽰のない限り⼀切考慮しないこと。

変額個⼈年⾦保険ＣおよびＤの死亡保険⾦は、被保険者である⾥美さんの死亡時の年⾦原

資相当額（便宜上、解約返戻⾦相当額と同額とする）と⼀時払保険料相当額である５００

万円のいずれか⼤きい⾦額が⽀払われるものである。

(注1)

すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。(注2)

契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。(注3)



問３６

２０２３年分の所得税の計算において、勇⼈さんが適⽤を受けることができる配偶者控除または

配偶者特別控除（ア）と扶養控除（イ）の⾦額の組み合わせとして、正しいものはどれか。な

お、２０２４年中において⼤場家は全員勇⼈さんと同居し、⽣計を⼀にしている。また、障害

者・特別障害者に該当する者はいない。

＜２０２３年における⼤場家の合計所得⾦額＞

勇⼈さん ７００万円

⾥美さん １１２万円

涼太さん  １５万円

真実さん  ２０万円

幸⼦さん  ８０万円

1． （ア）２１万円 （イ）７６万円

2． （ア）２１万円 （イ）１０１万円

3． （ア）３８万円 （イ）７６万円

4． （ア）３８万円 （イ）１０１万円
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問３７

仮に、幸⼦さんが現時点で死亡した場合、幸⼦さんの相続に係る相続税の総額として、正しいも

のはどれか。なお、相続税の課税価格の合計額は２億４, ０００万円であるものとし、計算に当た

っては、下記＜計算過程＞に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとす

る。

＜計算過程＞

1． ２, ９２０万円

2． ３, １６０万円

3． ３, ６６０万円

4． ４, ５４０万円
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相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出1

課税遺産総額を各法定相続⼈が⺠法の規定に基づく法定相続分に応じて取得したものとして、

各法定相続⼈の取得⾦額を計算

2

各法定相続⼈の取得⾦額に対して＜相続税の速算表＞を適⽤し、税額を算出3

上記③で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出4
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問３８

幸⼦さんは、⾃宅の敷地と貸駐⾞場（敷地内に構築物のない、いわゆる⻘空駐⾞場である）を所

有している（他に所有する⼟地等はない）。仮に、現時点で幸⼦さんが死亡した場合、幸⼦さん

の相続に係る相続税の課税価格の計算に際し、⼩規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特

例（以下「⼩規模宅地等の評価減特例」という）の適⽤を受けることのできる⾯積の上限とし

て、最も適切なものはどれか。なお、⾃宅の敷地については同居親族である勇⼈さんが、貸駐⾞

場については智⼦さんが、それぞれ相続するものとする。

1． ⾃宅の敷地（２４０㎡）にのみ、⼩規模宅地等の評価減特例の適⽤を受けることができる。

2． 勇⼈さんと智⼦さんの選択により、⾃宅の敷地（２４０㎡）と貸駐⾞場（２００㎡）のいず

れか⼀⽅にのみ、⼩規模宅地等の評価減特例の適⽤を受けることができる。

3． 勇⼈さんと智⼦さんの選択により、⾃宅の敷地（２４０㎡）と貸駐⾞場（２００㎡）のう

ち、合計で３３０㎡まで⼩規模宅地等の評価減特例の適⽤を受けることができる。

4． ⾃宅の敷地（２４０㎡）と貸駐⾞場（２００㎡）のすべて（合計４４０㎡）について、⼩規

模宅地等の評価減特例の適⽤を受けることができる。
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問３９

⾥美さんは、パートタイマーとして働いている勤務先で健康保険の被保険者となっているが、働

く時間を減らせば、勇⼈さんが加⼊する全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被扶養

者となれるかどうか、ＦＰの成⽥さんに質問をした。成⽥さんが⾏った協会けんぽの被扶養者に

関する次の説明の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、正しい

ものはどれか。

「健康保険の被扶養者とされるのは、主として被保険者の収⼊により⽣活をしている者です。

具体的には、被扶養者とされる者の年間収⼊が（ ア ）万円（６０歳以上の者や⼀定の障害

者は、（ ア ）万円に５０万円を加えた額）未満で、原則として被保険者の収⼊の（ イ

）未満であることとされています。

 ただし、被扶養者とされる者が被保険者と同居していない場合には、年間収⼊が（ ア ）

万円（６０歳以上の者や⼀定の障害者は、（ ア ）万円に５０万円を加えた額）未満で、そ

の⾦額が被保険者からの仕送り額より少ない場合に被扶養者とされます。

 なお、被扶養者となれるのは⼀定の親族に限られますが、そのうち配偶者（内縁関係を（

ウ ））、⼦、孫、被保険者本⼈の兄弟姉妹および⽗⺟などの直系尊属については、別居で

あっても収⼊要件を満たしていれば被扶養者となることができます。

 ただし、被扶養者とされる者が他の医療保険（健康保険、後期⾼齢者医療制度）の被保険者

とされる場合には、被扶養者となることができないため、海外居住者等⼀部の例外を除き、（

エ ）歳以上の者が被扶養者とされることはありません。」

1． （ア）１０３ （イ）３割 （ウ）除く （エ）７５

2． （ア）１０３ （イ）２分の１ （ウ）除く （エ）７０

3． （ア）１３０ （イ）３割 （ウ）含む （エ）７０

4． （ア）１３０ （イ）２分の１ （ウ）含む （エ）７５

問４０

勇⼈さんは、２０歳から⼤学卒業までの間は国⺠年⾦に加⼊しておらず、その期間は保険料を納

付していなかった。このままでは満額の⽼齢基礎年⾦を受給することができないので、ＦＰの成

⽥さんに国⺠年⾦の任意加⼊制度について相談をした。国⺠年⾦の任意加⼊制度に関する次の記

述のうち、最も不適切なものはどれか。

1． 厚⽣年⾦保険に加⼊中の者は、国⺠年⾦に任意加⼊することができない。

2． ６０歳に達した時点で⽼齢基礎年⾦の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではな

い者は、年⾦額を増やすため７０歳になるまで国⺠年⾦に任意加⼊することができる。

3． ⽼齢基礎年⾦の繰上げ請求を⾏った者は、それ以降国⺠年⾦に任意加⼊することができな

い。

4． 国⺠年⾦に任意加⼊している６５歳未満の者は、付加保険料を納付することができる。
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《模範解答》

問番号 解答

問1 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ○

問2 1

問3 2

問4 1,117,600(円)

問5 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○

問6 (ア) × (イ) × (ウ) × (エ) ×

問7 3

問8 (ア) 1 (イ) 4 (ウ) 9

問9 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×

問10 (ア) 3,510(万円) (イ) 12(万円)

(ウ) 496(万円)

問11 3

問12 3

問13 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 7 (エ) 11

問14 1

問15 1

問16 4

問17 4

問18 (ア) 1／2 (イ) 1／6 (ウ) 1／12

問19 2

問20 (ア) 1 (イ) 4 (ウ) 7

問番号 解答

問21 3

問22 405(万円)

問23 810(万円)

問24 4

問25 900,000(円)

問26 3,076,000(円)

問27 196,000(円)

問28 2,860(万円)

問29 2

問30 (ア) 1 (イ) 4 (ウ) 5

問31 2

問32 (ア) ○ (イ) × (ウ) × (エ) ×

問33 1

問34 2

問35 9,750(万円)

問36 2

問37 2

問38 1

問39 4

問40 2
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